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「障害のある児童及び生徒のための「教科用特定図書等」

の無償給与実施要領」について（依頼）

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関

する法律(平成 年法律第 号）の規定に基づき、標記実施要領を定め20 81

ましたので、関係機関においては、遺漏のないようお取り計り願います。

なお、各都道府県教育委員会におかれましては、このことについて域内

の実施機関及び学校へ周知徹底していただけるよう格段のご配慮を願いま

す。



障害のある児童及び生徒のための「教科用特定図書等」の無償給与実施要領

１．趣旨

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律（平成２０年法

律第８１号。以下「法」という ）第１０条から第１５条までの規定に基づき、小中学校（小学校。

及び中学校（中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ ）をいい、学校教育法第８１条第２項及。

び第３項に規定する特別支援学級（以下単に「特別支援学級」という ）を除く。以下同じ ）に在。 。

学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒に対する教科用特定図書等の無償給与に関し、手

続及び必要な書類の様式を定めるものである。

また、法第１６条から第１８条までの規定に基づき、標準教科用特定図書等の需要数の報告等に

ついて、手続及び必要な書類の様式を定めるものである。

２．給与対象図書

(1) 法第１０条に規定する、小中学校の設置者に対する教科用特定図書等の無償給付については、

第２条第１項において、教科用特定図書等が「検定教科用図書等に代えて使用し得るもの」と定

義されていることから、現状における学校での使用状況や指導の実態に照らして、当面は、教科

用拡大図書（以下「拡大教科書」という ）及び教科用点字図書（以下「点字教科書」という ）。 。

について対象とする。

また、その他の図書等が児童及び生徒の障害の状態に応じた教科用特定図書等に該当するかど

うかについては、発達障害等のある児童及び生徒が使用する教科用特定図書等に関する研究成果

や学校での使用状況等を踏まえ検討し、今後、法第９条第２項に基づき、関係機関に対して、教

科用特定図書等についての必要な情報の提供を行うこととする。

(2) 給与される図書は、給与対象者が在籍している学校において使用する検定教科用図書と同一の

内容の拡大教科書又は点字教科書とする。

また、給与される種類及び冊数については、他の児童生徒が当該学年に給与される検定教科用

図書の種類及び冊数に準ずるものとし、図書が給与された種目については、当該種目に係る検定

教科用図書の給与は原則として行わない。

なお、拡大教科書については、文字等の拡大等に伴う頁数の増等の理由により図書が分冊とな

る場合にあっては、当該分冊による冊数を１冊とみなし給与する。

３．給与対象者

小中学校に在籍する児童及び生徒であって、以下のいずれかに該当する者とする（ただし、眼鏡

等で視力を矯正しうる者を除く ）。

① 視覚障害の程度が学校教育法施行令第２２条の３に規定する「視覚障害者」

② 「障害のある児童生徒の就学について （平成１４年５月２７日付 １４文科初第２９１号文」

部科学省初等中等教育局長通知）に定める「弱視者」に相当する児童生徒

③ ②に準ずる程度の視覚に障害のある児童生徒のうち、他の児童生徒に比べて通常の検定教科



用図書の文字、図形等の視覚による認識に相当程度の時間を要する等学習に困難を来たす者で

あって 拡大教科書又は点字教科書を使用することが教育上適当であると所管の教育委員会 国、 （

立学校及び私立学校にあっては学校長。以下「教育委員会等」という ）が認める者。

４．給与申請手続き等（ 】内は根拠条文）【

(1) 教育委員会等は、その所管する小中学校に給与対象者が在籍する場合には、別紙様式１によ

、 、 、 （ 「 」 。）り 給与対象者 給与図書の種類及び冊数 教科用特定図書等発行者 以下 発行者 という

の名称等の必要事項を記入し、所定の期日までに都道府県教育委員会に提出する 【法第１６条。

第１項、施行規則第８条】

(2) 都道府県教育委員会は、提出された別紙様式１について、別紙様式２により取りまとめの上、

別紙様式１と併せて、所定の期日までに文部科学省教科書課に提出する 【法第１６条第２項、。

施行規則第９条】

(3) 文部科学省は、別紙様式１に記載された発行者と「教科用特定図書等購入契約」を締結し、当

該発行者より購入した教科用特定図書等を給与対象者が在籍する学校の設置者に無償で給付し、

、 、 、当該学校の設置者は 国から給付された教科用特定図書等を それぞれ当該学校の校長を通じて

給与対象者に無償で給与する 【法第１０条、第１１条、第１２条第１項】。

(4) 給与対象者が転学したことにより、教科用特定図書等の再給与を行う必要がある場合の手続き

等については、上記(1)、(2)及び(3)の手続きを速やかに行うものとする 【法第１２条第２項】。

(5) なお 別紙様式１に記載された発行者のうち 標準規格に基づく教科用特定図書等 以下 標、 、 （ 、「

準拡大教科書等」という ）を発行する者に対しては、その発行すべき標準拡大教科書等の種類。

及び部数を通知する 【法第１７条】。

５．教科用特定図書等の納入及び給与

(1) 発行者は 「教科用特定図書等購入契約」の定めるところにより、給与対象者が在籍する学校、

の設置者が別に指定する場所へ教科用特定図書等を納入するものとし、納入時期による区分は以

下のとおりとする。

① 前期用（４月１日から４月１５日までに納入した教科用特定図書等（(3)の場合において給

与すべきものを除く ）をいう。以下同じ ）。 。

② 後期用の教科用特定図書等 ９月１日から９月１５日までに納入した教科用特定図書等 (3)（ （

の場合において給与すべきものを除く ）をいう。以下同じ ）。 。

③ 前期転学用（(3)の場合において、４月１日から８月３１日までに納入した教科用特定図書

等をいう。以下同じ ）。

④ 後期転学用（(3)の場合において、９月１日から２月末日までに納入した教科用特定図書等

をいう。以下同じ ）。

(2) 給与対象者への給与は、在籍する学校の校長を通じて、教科用特定図書等の納入後速やかに行

うものとする。

(3) 異なる検定教科用図書を使用する小中学校への転学により、給与対象者に必要となる教科用特

定図書等が変更される場合を除き、図書の再給与は行わない 【法第１２条第２項、施行規則第。



３条】

なお、再給与を行う場合においても、(1)及び(2)に準じて取り扱うものとする。

６．その他の事務処理

(1) 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成

２０年政令第２８１号。以下「施行令」という。)第一条に定める実施機関は、発行者から教科

用特定図書等を受領したときは、別紙様式３－１及び３－２により、教科用特定図書等の名称及

び冊数その他必要事項を記載した書類（以下「受領報告書」という ）を前期用、後期用、前期。

転学用及び後期転学用ごとに作成し、これを都道府県教育委員会に提出するとともに、別紙様式

、 、 （ 「 」 。）４－１ ４－２及び４－３により 同事項を記載した受領証明書 以下 受領証明書 という

を前期用、後期用、前期転学用及び後期転学用ごとに作成し、これを当該発行者に交付するもの

とする 【施行令第２条、施行規則第４条】。

(2) 発行者は、上記(1)の受領証明書を受け取ったときは、別紙様式５－１及び５－２により、都

道府県ごとに教科用特定図書等の納入冊数を集計した書類（以下「納入冊数集計表」という ）。

、 。【 、を作成し 受領証明書を添えて当該都道府県教育委員会に提出するものとする 施行令第３条

施行規則第５条】

(3) 都道府県教育委員会は、上記(1)の受領報告書を受け取ったときは、別紙様式６－１及び６－

２により、当該都道府県内の教科用特定図書等の受領冊数を集計した書類（以下「受領冊数集計

報告書」という ）を作成するものとする。。

また、都道府県教育委員会は、受領冊数集計報告書と、発行者から提出のあった上記(2)の納

入冊数集計表とを照合し、教科用特定図書等ごとに冊数が同一であることを確認したときは、受

領冊数集計報告書を文部科学省に提出するとともに、納入冊数集計表及び受領証明書を当該発行

者に返付するものとする 【施行令第４条、施行規則第６条】。

(4) 小中学校の設置者は、上記４．(3)による教科用特定図書等の給与が完了したときは、別紙様

式７－１、７－２及び７－３により、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成するとともに、給

与を受けた児童及び生徒の総数を都道府県教育委員会に報告するものとする。

なお、この報告は、別紙様式３－１により、６．(1)の受領冊数報告書の提出とあわせて行う

こととする 【施行令第５条第１項、施行規則第７条第１項、第２項】。

(5) 都道府県教育委員会は、上記の報告を受けたときは、当該都道府県内の給与を受けた児童及び

生徒の総数を、文部科学省に報告するものとする。

なお、この報告は、別紙様式６－１により、６．(3)の受領冊数集計報告書の提出とあわせて

行うこととする 【施行令第５条第２項、施行規則第７条第３項】。

(6) この要領に定めるものの他、教科用特定図書等の無償給与に関し必要な事務処理については、

検定教科用図書における教科書無償給与事務に準じて行うものとする。

７．その他

文部科学省は、必要に応じ、教科用特定図書等の給与に係る事務処理状況等について実態調査を

行う 【施行令第６条】。



別紙様式１

Ｎｏ．　　　－　　　　　

給与対象者
氏　　　　名

円 円

　（注）１．作成の際，必ず発行者に供給可能であることを確認し，連絡先を記入すること。
　　　　２．需要数の欄には分冊数を記入。報告の時点で分冊数が未定であっても、必ず予定冊数として記入すること。
　　　　　　単価についても見込みで構わないので必ず記入すること。分冊の場合は必ず総額を単価として記入すること。（見込み額と最終決定
　　　　　　単価との乖離が大きい場合には，その理由によっては契約しないことがあること。また決定単価が社会通念上，相当性を欠く場合には
　　　　　　契約しないことがあること。）
　　　　３．高等学校の需要数は，上記需要数に含めないこと。
　　　　４．必要に応じて行の追加を行うこと。
　　　　５．本様式に記載される個人情報については、適切に管理し、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に
　　　　　　関する法律に定める目的以外の用途には使用しないこと。

〔　　〕年度 通常学級用

発行者名（連絡先）

「教科用特定図書等」需要数集計報告書

市区町村教育委員会（国立大学法人・私立学校については学校長）名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

学年 種目 図書名
文字サ
イズ

需要数
(分冊数) 単　価 分冊計



別紙様式２

給与対象者

氏　　　　名

円 円

（注）　１．この様式は，発行者ごとに別葉で作成すること。

　　　　２．作成の際，必ず発行者に供給可能であることを確認し，連絡先を記入すること。

　　　　３．需要数の欄には分冊数単位で記入し、報告の時点で分冊数が未定であっても、必ず予定冊数として記入すること。

　　　　４．単価については、見込みで構わないので必ず記入し、分冊の場合は必ず総額を単価として記入すること。（見込み額と最終決定単価との乖離が大

　　　　　には，その理由によっては契約しないことがあること。また決定単価が社会通念上，相当性を欠く場合には契約しないことがあること。）

　　　　５．高等学校の需要数は，上記需要数に含めないこと。

　　　　６．必要に応じて行の追加を行うこと。
　　　　７．本様式に記載される個人情報については、適切に管理し、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律に
　　　　　　目的以外の用途には使用しないこと。

学年

（〒　　　－　　　　）

分冊計

電　話　番　号
担当者名

実施機関名 図書名 需要数
（分冊数）

単　　価種目
文字
サイズ

市区町村教育委員会（国立大学法人・私立学校については学校長）名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

「教科用特定図書等」需要数集計報告書

連絡可能時間帯

発 行 者 名

住　　　　　　所

〔　　〕年度 通常学級用



別紙様式３－１

年度用

都道府県教育委員会　殿

実施機関名
印

前　　　期
後　　　期
前期転学
後期転学

　　　障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行

　　令第２条及び第５条第１項に基づき，別紙のとおり，「教科用特定図書等」の受領冊数及び

　　「教科用特定図書等」の給与を受けた児童及び生徒の総数を報告します。

　　　（別紙明細表　　　　　　　　枚）

給与児童生徒数「教科用特定図書等」

平成　　　年　　　月　　　日

都道府県教委提出

　用報告書受   領   冊   数



別紙様式３－２

年度用
　実施機関名

前　　　期

後　　　期

前期転学

後期転学

学校名

種　　目 冊　　数

冊（人）

　（注）この様式は，該当する文字を○で囲む，若しくは不要な文字を抹消するなどして使用すること。

都道府県教委提出

発　　行　　者　　名 「　教科用特定図書等　」　の　名　称

給与児童生徒数
「教科用特定図書等」 　用報告書明細表受　 領　 冊　 数



別紙様式４－１

年度用

　　発行者（特約供給所）

　　　　　　　　　　　　　殿

実施機関名
印

前　　　期
後　　　期
前期転学
後期転学

　　　障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令

　第２条に基づき，別紙のとおり，「教科用特定図書等」を受領したことを証明します。

（別紙明細表　　　　　　校分　　　　　枚）

平成　　　年　　　月　　　日

　用

発行者交付

「教科用特定図書等」受領証明書



別紙様式４－２

年度用

前　　　期

後　　　期

前期転学

後期転学

学校名

種　　目 冊　　数

冊

　（注）１．この様式は，該当する文字を○で囲む，若しくは不要な文字を抹消するなどして使用すること。

　　　　２．この表は，学校ごとに別葉とすること。

　　　　３．冊数の記入に当たって，「教科用特定図書等」納入（返付）指示書，「教科用特定図書等」給与

　　　　児童生徒名簿（前期用・後期用），「教科用特定図書等」給与児童生徒名簿（転学用）と照合・確認

　　　　の上，提出すること。

発行者交付

発　　行　　者　　名 「　教科用特定図書等　」　の　名　称

　用　　「教科用特定図書等」受領証明書明細表    



別紙様式４－３
年度用

　　　発行者（取次供給所）

殿
実施機関名

印

　　　　障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等として無償で給与する「教科用特定図書等」
　　　 （受領したもの） について，下記のとおり納入 （返納するので，受領） してください。

学校

種　　目 冊　　数

冊

　上記の「教科用特定図書等」を，上記の納入（返付）指示冊数のとおり受領しました。

実施機関名

発行者名（取次供給所名）       印

（注）１．この様式は，該当する文字を○で囲む，若しくは不要な文字を抹消するなどして使用すること。
　　　２．返付指示冊数は数字を○で囲むこと。

　用
前期　　前期転学

後期　　後期転学

納入（返付）場所

納入（返付）期日 　　　　　　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

発行者交付

　　　　「教科用特定図書等」納入（返付）指示書

発　　行　　者　　名 「教科用特定図書等」　の　名　称

受
領
欄 平成　　　年　　　月　　　日



別紙様式５－１

年度用

　　　　都道府県教育委員会  殿

発行者（特約供給所）名
印

前　　　期
後　　　期
前期転学
後期転学

　　　障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令

　　第３条に基づき，「教科用特定図書等」受領証明書を添えて，別紙のとおり報告します。

（別紙明細表　　　　　　　　枚）

　　　 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進

　　促進等に関する法律施行令第４条第２項に基づき，別紙の納入冊数の

　　総数と，受領冊数集計報告書の受領冊数の総数が，「教科用特定図書

　　　　　平成　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　都道府県教育委員会名

印

都道府県
教委提出

発行者返付

「教科用特定図書等」納入冊数集計表

　　等」ごとに同一であることを確認しました。

都 道 府 県 教 育 委 員 会 の 確 認 欄

平成　　　年　　　月　　　日

　用



別紙様式５－２

年度用

前　　　期

後　　　期

前期転学

後期転学

発行者名

種　　目 冊　　数

冊

　（注）この様式は，該当する文字を○で囲む，若しくは不要な文字を抹消するなどして使用すること。

都道府県
教委提出

発行者返付

　　　　　　　　「教科用特定図書等」納入冊数集計表明細表    

「教科用特定図書等」　の　名　称

　用



別紙様式６－１

年度用

　　　文部科学大臣 　　　　　　　　　　　　　殿

都道府県教育委員会名
印

前　　　期
後　　　期
前期転学
後期転学

　　　障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令

　　第４条第２項及び第５条第２項に基づき，別紙のとおり，「教科用特定図書等」の受領冊数の

　　総数及び「拡大教科書」の給与を受けた児童及び生徒の総数を報告します。

　　　（別紙明細書　　　　　　　　枚）

給与児童生徒数「教科用特定図書等」

平成　　　年　　　月　　　日

文部科学省提出

　用
受   領   冊   数 集計報告書



別紙様式６－２

年度用
　都道府県教育委員会名

前　　　期

後　　　期

前期転学

後期転学

発行者名

種　　目 冊　　数

冊（人）

　（注）この表は，発行者ごとに別葉とすること。

「教科用特定図書等」　の　名　称

文部科学省提出

「教科用特定図書等」 　　受　領　冊　数
　　給与児童生徒数

　　集計報告書明細表 　用



別紙様式７－１

年度用

人

1 2 3 4

種　目
給与
人員 種　目

給与
人員

人 人

（注）１．この名簿は，学校ごと，学年ごと，学級ごとに別葉とすること。
　　　２．「備考」欄には，「給与年月日」欄に記入した給与日と異なった日に教科用図書を給与した児童に
　　　　ついて，当該給与日を記入すること。

給与した「教科用特定図書等」の名称及び給与児童生徒数

「教科用特定図書等」給与児童生徒名簿　（　前期用　　後期用　）

「教科用特定図書等」の名称 「教科用特定図書等」の名称

学　　　　年

「教科用特定図書等」を
備考

給与した児童生徒の氏名 給与した児童生徒の氏名

給与児童数 給与年月日

備考
「教科用特定図書等」を

備考
給与した児童生徒の氏名

「教科用特定図書等」を
備考

「教科用特定図書等」を
給与した児童生徒の氏名

学　　校　　名

学　　級　　名



別紙様式７－２

年度用

学　　　校　　　名 学　年

（注）１．この名簿は，学校ごと，学年ごとに別葉とすること。
　　　２．「転学前の学校において給与を受けた「拡大教科書」の名称」欄は，「転学児童生徒「拡大教科書」給与証明書」を添付する場合には記入を省略す
　　　　ることが出来る。

　　　　　　　　　　　　「教科用特定図書等」給与児童生徒名簿　　（　前期転学用　　　後期転学用　）

転学の年月日 給与年月日 給与した「教科用特定図書等」の名称
転学前の学校において給与を受けた
「教科用特定図書等」の名称

給与した児童生徒の氏名



別紙様式７－３

年度用

校長名 印

　　　　　　貴校に転学する下記児童生徒について，本校における「教科用特定図書等」の給与の

　　　　状況は，下記のとおりであることを証明します。

　 生徒氏名 学　　年

種　　　目

（注）１．地図等の数ヵ年使用の「教科用特定図書等」について，引き続き転学の年度に使用している
　　　　場合には，給与「教科用特定図書等」として記入すること。
　　　２．転学する児童生徒が，従前に転学した事実がある場合には，その学年における従前の転学
　　　　に係る「教科用特定図書等」給与証明書をすべて添付すること。

　　　　　　　立　　　　　　　　　　学校長殿

転学児童生徒「教科用特定図書等」給与証明書

記

「教科用特定図書等」発行者名 「教科用特定図書等」の名称

平成　　　年　　　月　　　日

（所在地）　　　　　　　　都道府県　　  　　　市区町村

　　　　　　　　　　　　　　立　　　　　　  　　　　　　 学校

［℡.　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　］
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